
① 水道局へ申込書を提出します

② 水道局が譲渡の優先順位を決定します

③ 水道局から通知が届きます

費用のご請求について

【注意】譲渡計画について

・必ず要綱・様式と協定案をお読みいただいた上で、申込書へご希望の
引取数量・単価等の必要事項を記入し、申込先へ提出してください

・引取を希望される事業者の方は、要綱・様式・協定案を必ずお読みいただき、申込期限までに
別添の申込書を水道局へご提出ください

・水道局の発生予定量を上限として、希望単価が最も高い事業者の方
から、希望単価での協定締結依頼をお送りします
※ 順位が低い方は、ご希望の数量全量または一部の量を譲渡できない場合が
あります

※ フレコンバッグでの譲渡が原則のため、バラ渡しをご希望の方は譲渡の優先順位
が後ろ倒しとなりますのでご留意ください

・依頼文と協定書２通をお送りします※1。協定の内容を改めてご確認いた
だき、ご異存がなければ依頼文に記載された期限※2までに協定書に
記名押印し返送してください
※1 ご希望の数量全量を譲渡できない場合には、その旨の通知をお送りします
※2 期限を過ぎると、協定締結を辞退したものとみなされますのでご注意ください
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・譲渡計画に沿って、確実に活性炭を引き取ってください

・譲渡計画どおりにお引き取りいただけない分の活性炭については、キャンセル扱
いとなります（キャンセルに伴う損害等への責任は、水道局では負いかねます。）

【注意】水道局の事情による減量について

・譲渡代金のご請求は、四半期ごとに行います
※従量単価を選択された方は、四半期ごとに最低単価料金での請求を行い、年度末に清算を行います

令和５年度 使用済活性炭有償譲渡の手続の流れ

・発生予定量が当初想定を下回った場合、単価の低い方から順に、水道局から
譲渡予定量の変更を通知します
※ この変更に伴う損害等への責任は、水道局では負いかねます

④ 協定締結完了（譲渡開始）

※この紙面は概要を示したものであり、記載の無い事項、要綱・協定の記載と表現が異なる事項は、
全て要綱・様式・協定の記載が優先されます

※ 申込期限：令和５年３月２３日（木）必着
申込先：東京都水道局浄水部浄水課工務担当

〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1都庁第二本庁舎22階北側 （TEL 03-5320-6473）

・詳細日時等を水道局と調整の上、譲渡場所（浄水場）までお越しください
※ 譲渡場所からの運搬費用等は、事業者負担となります


